
あり
７
５
歳
以
上

なし

新
認
知
機
能
検
査

２時間
※ 普通自動車対応免許非保有者・
運転技能検査対象者は実車指導なし

新高齢者講習

一
定
の
違
反*

認
知
症
の
お
そ
れ

なし

医師の診断

あり

免許
更新

免許
取消し

○信号通過 ○交差点の右左折 ○一時停止
○段差乗り上げ ○一定速度

合格

更新
不可

不合格
*一定の違反：信号無視、携帯電話等、速度、交通事故等 11種類

７
０
～

７
４
歳

検査内容（減点方式）
70点（第二種は80点）合格

改正道路交通法の概要について

３ 施⾏期⽇

令和４年５月13日（金）

運転免許証の更新制度

運転技能検査（新設）

繰り返し受験可

受験資格の⾒直し関係

サポカー限定免許関係

１ ⾼齢運転者対策

７
５
歳
以
上

認
知
機
能
検
査

合理化講習 ２時間
(講義・運転適性・実車)

高齢者講習

認知機能低下おそれなし

医師の診断

免許
更新

免許
取消し

７
０
～

７
４
歳

認知機能低下おそれあり

認知症おそれあり

高度化講習 ３時間
(講義・運転適性

・実車・個別指導)

旧

認知症である

新

○ 運転技能検査制度の導⼊、認知機能検査及び⾼齢者講習の合理化・効率化
○ 安全運転サポート⾞等限定条件付免許の導⼊

２ 第⼆種免許等の受験資格の⾒直し等
○ 特別な教習を修了した者について、第⼆種免許等の受験資格を緩和
○ 若年運転者期間に基準に該当する違反を⾏った場合は、講習の受講を義務付け

若年運転者講習関係

⼀定の基準に該当

違反⾏為で
累積３点以上

若年運転者期間 第⼆種・⼤型免許取得者 21歳になるまで
中型免許取得者 20歳になるまで

若年運転者講習

９時間
受講しない 特例取得免許

取消し

受講
一定の基準
に該当

特例取得免許
取消し

特例取得免許・・・特別な教習を受けて取得した第二種免許等


